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積水ハウス代表訴訟事件
―大阪地判令和 4年 5月20日―

中京大学法務総合教育研究機構　教授

池 野 千 白
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Ⅰ　事件の概要
１　本件取引物件について

本件取引物件は、A氏が東京都品川区西五反田に保有していた約2,000㎡の土地である。もともと

はA氏が同所で旅館業（海喜館）を営んでいたが、2015年に廃業していた。広さや交通事情の面か

らマンションの好適地である上に、抵当権も付いておらず、「入札ならば80億円から100億円と噂さ

れた物件」（調査報告書［以下、「資料 1」という。］ 5頁）であった。当時は、A氏が同所に独居

していたが、2017年 2 月頃から末期がんで入院して不在となっていた。なお、本件発覚後の 6月24

日死亡している。

本件取引関する稟議書には、「本物件は、JR山手線「五反田」駅徒歩 4分という利便性が非常に

高い好立地にあります。また、容積率が700％あるにもかかわらず、閉館した旅館が残存し、一部が

駐車場に利用されるだけの低利用な状態にあるため、以前より注目され、様々な企業が取得を目指

してきましたが、いずれも地主との交渉にまで辿り着かない状況でした。」、というZ会社の認識が

示されている。

2 　本件当事者

① Z会社　本件詐欺事件の被害者

Z 会社は、昭和 4年に設立された建築工事の請負及び施工、建築物の設計及び工事監理等を目的

とする株式上場会社である。資本金の額は、平成27年 6 月30日時点において2025億9120万9772円で

あり、会社法上の大会社（同法 2条 6号）であって、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人

が設置されていた。また、Z会社の第67期（平成29年 2 月 1 日から平成30年 1 月31日まで）におけ

る単体の売上高は 1兆1696億7100万円であり、当期純利益は863億5900万円を計上していた。従業員

数は、平成29年 1 月期で 1万4041人、平成30年 1 月期で 1万4482人であった。東京証券取引所に上

場されている。なお、Z会社は、本件代表訴訟における補助参加人である。

② T 2 会社　本件取引の最初の仲介者

T 2 会社は、平成22年10月12日に設立された不動産の売買、賃貸借、管理及び仲介等を目的とす

る株式会社であり、その代表者は B 2であった。その本店は、従前、東京都千代田区に置かれてい
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たが、平成29年 6 月27日、東京都渋谷区に移転し、さらに、同年 8月14日、東京都港区に移転した。

③ T １ 会社　最終仲介者

T 1 会社は、平成20年10月 8 日に設立された株式会社であり、衣料用繊維製品の製造及び販売等を

目的とし、不動産に関する事業は目的に挙げられていない会社であった。T １ 会社の代表者は、B １

であった。

④ C　偽 Aの財務担当と称するブローカー（地面師の一味）

かつて、マンションデベロッパーの財務部長を務めていたが、経営者が法人税法違反（脱税）で

摘発された際に有罪判決を受け、服役後に不動産ブローカーに転じた。なお、事件後に妻の姓に改

名している。

⑤ Y 2 　Z会社取締役社長

Y 2 は、平成18年 4 月、Z会社の取締役に就任し、以後、取締役として重任され、また、平成20

年 4 月にはその代表取締役に就任した。Y 2 は、Z会社の取締役間の職務分掌において国内部門を

統括し、本件詐欺事件当時、代表取締役社長として国内マンション事業の最高責任者であった。

⑥ Y 3 　Z会社取締役副社長

Y 3 は、平成16年 4 月、Z会社の取締役に就任し、以後、取締役として重任され、平成23年に取

締役副社長となり、平成24年には最高財務責任者に就任し、本件詐欺事件当時、経理財務部門の最

高責任者であった。

⑦ Aと偽 A　本件物件の真の所有者と Aを騙る地面師の一味

3　Z会社の不動産取引体制

〈取締役の構成と権限〉

Z 会社には、取締役の役職として、代表取締役会長 Y １、代表取締役社長 Y 2、取締役副社長 Y

3、専務取締役、常務取締役が置かれており、従業員のうち上位のものとして、執行役員が置かれ

ていた。このうち、会長は、会社の最高経営責任者（CEO）として、取締役会の議長を兼ね、取締

役会において定められる経営方針を立案する等会社の意思決定に対して全般的責任を負い、その執

行に必要な一切の権限を有するものとされていた。また、社長は、会社の最高執行責任者（COO）

として、会長及び取締役会において定められた経営方針に基づき、各部門の業務を総合運営し、業

務執行全般を指導統制するとともに、その執行及び結果に対して全般的責任を負い、その執行に必

要な一切の権限を有するものとされていた。副社長 Y 3 は、当時、財務担当取締役であった。

〈部門関係〉

担当執行役員は、取締役会の決議に基づき定められた担当業務について、経営効率の向上、経営

革新の推進に努め、担当業務主管部場所を指揮監督するとともに、担当業務の執行及び結果に対し、

取締役会に対して一切の責任を負うものとされていた。本社には、経営企画部、総務部、法務部、

不動産部、広報部、人事部、経理財務部、監査部、不動産部、資材部等の部署が置かれ、会社業務

を分担していた。
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〈マンション取引部門〉

マンション事業本部は、マンション事業の総合企画及び営業促進に関する事項を掌理する事業部

門であり、Z会社は、この下に、東京マンション事業部、名古屋マンション事業部、大阪マンショ

ン事業部及び福岡マンション事業部の 4支店を置いていた。東京マンション事業部には、最も上位

の役職として、東京マンション事業部長が置かれ、その下に、総務次長、営業次長［以下では、単

に、「営業次長」と称する。］、技術次長等の役職が置かれていた。営業次長は、東京マンション事業

部長を補佐し、その指揮監督下にあって、その指令に基づき地域プロジェクト及び事業プロジェク

ト等の特命プロジェクト業務を管理する責任を負っていた。実際にも、営業次長が本件取引のZ会

社側の窓口となっている。

〈取引手順〉

ア　物件の調査及び確認等

まず、東京マンション事業部において、購入候補となる土地についての基本的な調査を実施

することとされており、具体的には、公図、謄本、路線価図等による調査、借地、借家、使用

貸借等の状況の調査、道路状況の調査、建築に関わる法令及び指導等の調査が行われていた。

現地調査による境界線、近隣及び周辺状況の確認も行われていた。

不動産の購入には、稟議書の作成・決裁が必要であり、その前提として、原価を把握するな

どし、事業化の方針について社内で検討することとされていた。マンション事業部が購入候補

となる土地の現地調査を経て購入を検討する場合、稟議申請前の打合せを行っていたが、東京

マンション事業部の場合、マンション事業本部が同じフロアにあることから、マンション事業

本部の本部長や部長が指導・助言することがあった。

イ　稟議

稟議は、販売用不動産の購入につき、未造成分譲用土地については購入総額10億円以上のも

のについて社長決裁を要するとされていた。稟議書は、東京マンション事業部（マンション事

業本部の支店）の事項については、東京マンション事業部長（支店長）が起案者となり、これ

を事業部長、営業次長、技術次長、総務責任者（総務長）等の各担当者に回付し、各自がその

内容を確認の上で承認（押印）し、その後、東京マンション事業部の総務長から、マンション

事業本部に回付された。マンション事業本部では、東京マンション事業部から送付された稟議

書について、マンション事業本部の不動産部長、技術部長、総務部長がその内容を確認の上で

承認し、マンション事業本部長の決裁により、事業部門としての結論を出すこととされた。

〈決済手順〉

�　マンション事業本部の決裁が終了すると、不動産の購入に関する稟議書は、本社不動産部に提

出された。不動産部は、不動産稟議事務を主管する部署であり（稟議事務取扱責任者は不動産部

長であった。）、稟議事項に当たるかどうか、記載は適切か、添付書類は付されているかなどの形

式的審査を行い、また、不動産に関する稟議に関して決裁権者又は回議者に回付する前に実質的

審査を行い、意見を付すことができると定められていた。不動産部は、その案件に関係の深い 5

名以内の回議者を定めて回議に付するとされていた。
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�　なお、本社不動産部は、本件取引当時、不動産稟議について、購入総額10億円以上の首都圏の

マンション用地物件については、経営企画部、法務部、経理財務部の 3部署を関係先と定めてい

た。

〈例外手順〉

�　例外として、審査が遅延するとき又は緊急を要するときは、稟議事務取扱責任者は、回議者の

代行者の指定や回議を省略して他の回議者に回付し又は直ちに決裁権者に提出することができる

とされており、実際、不動産稟議においても、稟議事務取扱責任者である不動産部長の判断によ

り、回議に先行して社長決裁を取得する例が存在した。

〈契約手順〉

ア�　稟議書が承認決裁されると、事業部門である東京マンション事業部では、売主との間で売買

契約を締結した。このとき、担当者は、本社不動産部が作成した上記不動産事業マニュアルや、

本社法務部が作成した犯罪収益移転防止法対応マニュアルに沿った手続を行うほか、東京マン

ション事業部内で定められた事務フローに沿って売買契約を締結した。

イ�　東京マンション事業部技術次長の下に置かれた事業開発室では、売買契約を締結する際、

〔 1〕契約書、〔 2〕重要事項説明書（必要に応じて）、〔 3〕本人確認書類、〔 4〕登記必要書

類、〔 5〕評価証明、〔 6〕境界確認書を事前に確認することとされていた。このうち、〔 3〕本

人確認書類としては、取引相手が自然人の場合、犯罪収益移転防止法対応マニュアルにおいて、

顔写真付きの確認書類（運転免許証、旅券等）による場合と、顔写真のない確認書類（各種健

康保険被保険者証等）による場合とに分けて確認方法が定められていたが、いずれの場合も売

主に直接対面して本人確認書類の原本の提示を受けることとされていた。

ウ�　〔 3〕本人確認書類及び〔 4〕登記必要書類は、事業開発室の担当者が、東京マンション事業

部総務部が指定する司法書士とともに、売買契約締結の前日までに、売主や土地の権利者と直

接対面して確認するよう取扱いを統一していた。例外的に、売買契約締結日の前日までに直接

対面の上で原本の確認ができなかった場合には、売買契約締結日において、事業開発室の担当

者と総務部が指定する司法書士が一緒に原本の確認を行うこととなっていた。

〈支払手順〉

ア�　マンション用地の購入の場合、購入価額に占める手付金の割合や手付金額等を考慮し、手付

金の支払と同時に所有権移転請求権（売買予約）の仮登記の設定の要否を検討し、Z会社が必

要と判断したときは、売主と交渉の上で実施していた。この場合、東京マンション事業部事業

開発室の担当者は、売買契約の締結時に、総務部が指定する司法書士を同行させ、売買予約の

仮登記の登記必要書類に不備がないことを司法書士に確認させた上で、手付金を支払うことと

なっていた。手付金の支払方法としては、振込送金が通常であるが、売主の要望により預金小

切手による支払を選択することも可能であった。

イ�　決済の当日は、事業開発室の担当者と司法書士が必要書類が揃っていることを確認するとと

もに、登記必要書類に不備がないことを確認し、これらが確認できた段階で、銀行振込みの処

理（又は預金小切手の交付）を実行することとなっていた。Z会社においては、預金小切手を
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発行する場合、出納業務事務処理要項に基づいて事務を行うこととされ、同処理要項では、必

ず線引小切手にて発行することとされていた。このように、銀行又は支払人たる銀行の取引先

以外の者への支払をすることができない線引小切手（小切手法38条 1 項）によることとされて

いた結果、持参人払いであったとしても、実際には、支払人たる銀行が当該銀行に開設された

預金口座に入金するか、窓口において本人確認を行った後にしか支払が行われず、支払を受け

た者については、預金口座情報又は窓口での本人確認情報により、後で追跡することが可能と

なっていた。なお、売買代金を決済する方法として預金小切手を利用するかどうかは、実際の

契約手続を行う事業所長の判断に委ねられていた。小切手の発行それ自体に本社経理事務部の

関与は必要とされていなかった。

４ 　詐欺取引事実の経緯

①平成29年 3 月27日頃

営業次長が、B 1から、本件取引物件につき打診を受ける。当該営業次長は、B 1からの情報をZ

会社東京マンション事業部内に報告する。

②平成29年 ４ 月 3 日

B 1 （名義はT 2会社）と偽Aとの間で、本件土地売買契約が成立する。同日、公正証書の作成

がなされる。これには、「嘱託人Aは、本公証人の面前で、本証書に署名捺印をした。本職は、旅

券、印鑑及びこれに係る印鑑証明書の提出により上記嘱託人の人違いでないことを証明させた。」と

の記載ある。

③平成29年 ４ 月 ４ 日

B 1 は、営業次長に対し、T 2会社と偽Aとの間の売買契約書や、偽Aの登記委任状に係る公正

証書等の資料を送付し、「2,000万円で押さえます」と知らせた。営業次長は、T 1 会社から Z会社

が本件各不動産を買い入れることについて、東京マンション事業部内で本格的な検討を開始した。

④平成29年 ４ 月１４日

営業次長は、マンション事業本部長、マンション事業本部不動産部長及び東京マンション事業部

の従業員と打合せを行い、マンション事業本部長は、本件各不動産の視察も予定に組み込んで、Y

2に直接見てもらうよう段取りを組むこととし（同月18日）、不動産購入の稟議書を同月17日午前中

までに作成するよう東京マンション事業部に指示した。東京マンション事業部事業開発室では、上

記会議の後、本件稟議書としての起案文書を完成させ、同日中に、事業所長、技術次長、営業次長）

及び総務長（総務責任者）の確認（押印）を経て、東京マンション事業部としての決裁を終了させ

た。また、マンション事業本部の技術部長が同日中に確認（押印）した。

⑤平成29年 ４ 月１8日

マンション事業本部長は、本件稟議書に押印して承認し、本件稟議書に関するマンション事業本

部としての決裁が終了。本件稟議書は、東京マンション事業本部から、大阪にある本社に送付され

た。このとき、マンション事業本部長又は東京マンション事業部長は、本社不動産部の不動産部長

に対し、本件各不動産の稟議書を送るので早期の決裁を依頼したい旨連絡した。

（ 8）
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⑥平成29年 ４ 月１8日夕刻

Y 2 は、複数の物件の視察の一環として、マンション事業本部長及び東京マンション事業部長の

同行の下、本件各不動産の現地を視察した。Y 2 は、Z会社マンション事業本部長に対し、地主が

本当に売る意思があるか、東京マンション事業部に任せるだけではなく、マンション事業本部長自

身が中間業者と地主に会って意思確認をするよう指示した。

⑦平成29年 ４ 月１9日

本社において、不動産部が受理し、不動産部では、本件稟議書を審査し、不動産部内の決裁を終

わらせた。不動産部では、不動産部長のほか、関係先となる経営企画部長、経理財務部長及び法務

部長による承認を同日中に得た。また、不動産部は、本件稟議書の回付先として、副社長Y 3、専

務・常務・東京支社を定めた。なお、本件稟議書には、その「不動産部長」欄の右側の上から 3行

目に「 ４／１8本部長ご案内にて社長現地をご視察済です」との鉛筆書きの記載が抹消された形跡が

ある。なお、事業部では僅か二日間で、本社でも、一日で合計 7人の押印がされた。

⑧平成29年 ４ 月１9日

B 1 は、営業次長に対し、税理士から節税のアドバイスを受けたとして、本件不動産の売主を、

T 2会社から、B 1が代表取締役を務めるT 1会社に変更したいと申入れた。これの申し入れは、Z

会社本社に伝わり、本社において、決裁中の本件稟議書について、「契約の相手」欄に「T 2 会社」

と記載されていたものが「T １ 会社」と鉛筆の手書きで修正され、住所欄も「東京都渋谷区」と記

載されていたものが「東京都千代田区」と手書きで修正された。

⑨平成29年 ４ 月１9日

営業次長は、通常の手続として、T 2会社及びT 1 会社がいわゆる反社会勢力に属していないこ

との確認を行い、Z会社東京マンション事業部の総務長は、T 1会社の代表であるB 2について、暴

力団追放都民センターに照会をかけ、「登録なし」の回答を得た。

⑩平成29年 ４ 月20日

不動産部長は、Y 2 の元に、本件稟議書と、本件稟議書以外の稟議を急ぎの案件として持参し、

急いで処理するよう求めた。Y 2 は、不動産部長から特に個別の説明を受けることなく本件稟議書

を審査した。Y 2は、本件稟議書につき、視察した物件であることを認識し、視察の際にマンショ

ン事業本部長から報告を受けた情報に基づき、採算面をチェックして、問題がないと判断し、承認

する旨決裁した。Y 2 は、本件稟議書の中で間に入る者の法人名が変更されていることについては、

気に留めなかった。

⑪平成29年 ４ 月20日

Z 会社の会議室において、偽A、C、B 2 、B 1 及び司法書士が出席し、Z会社からは、営業次長

他従業員が出席し、本件取引の方針を確認した。その際、偽Aは、本人確認書類として旅券、印鑑

証明書、住民票の各原本及び本件各不動産の登記済権利証のカラーコピーを示した。

⑫平成29年 ４ 月2４日

T 1 会社と Z会社との売買契約の締結。このとき、偽Aは、旅券原本、印鑑証明書原本、住民票

原本、本件各土地の権利証原本とされる文書（ただし、真実は偽造されたもの）を提示した。その
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後、司法書士 2名は東京法務局品川出張所で仮登記申請を行い、これが受理されたことを確認した

上、Z会社は、手付金14億円のうち12億円を預金小切手でB 2 に交付し、B 2 は偽Aにその預金小

切手を交付し、手付金残額 2億円を同日中にT 1会社名義の口座に振込送金した。

⑬平成29年 ４ 月26日

Y 3 は、本件稟議書の回付を受け、本件稟議書の記載のみに基づき、本件稟議書を決裁した。こ

のとき、Y 3 は、既にY 2 が決裁したことを認識した上で、AからT 1 会社へ、T 1 会社から Z会

社へ売買が行われる取引形態であると認識し、収益性、会社の方針との整合性を検討し、内容を点

検して、疑義を感じなかったため、了承した。Y 3は、本件に限らず、個別の預金小切手の使用に

ついて部下から承認を求められたことはなく、関係する金融機関から問い合わせを受けたこともな

かった。

⑭平成29年 5 月 １ 日

司法書士は、仮登記申請が本件各不動産の登記簿に反映されたことを営業次長に連絡する際、司

法書士が本件各不動産の権利証のコピーを法務局の登記官に見せたこと、登記官は、原本ではなく、

また実際に申請がなされたものではないから具体的な見解は出せないという前提であるものの、当

時の様式と比べて明らかに不自然であるということはない旨回答したと報告した。ただし、この報

告の際、司法書士は、営業次長の質問に答える形で、仮登記は形式的審査しか行わないこと、売主

の本人性を疑うのであれば顔写真付きの本人確認資料等の収集が必要であると述べた。

⑮平成29年 5 月 9 日

東京法務局において、A の親族から不正登記防止の申出がされた。

⑯平成29年 5 月１0日

Z会社の本社に、本件通知書 １が送られてきた。本件通知書 1は、本社法務部において受理され、

法務部は、本件取引を所管するZ会社マンション事業本部及び東京マンション事業部に対し、本件

通知書 1についての連絡をした。法務部は、不動産部には連絡せず、本件通知書 １自体を直接 Y 2

に示すこともなかった。法務部は、東京マンション事業部に対応を確認したところ、東京マンショ

ン事業部では、本件通知書 1の差出人の住所が現在は誰も住んでいない本件不動産になっているこ

とや連絡先が記載されていないこと等の不審な点があること、Aの本人確認については公証人によ

り行われたこと、司法書士が複数の書類で確認したこと、また、現に所有権移転請求権の仮登記も

完了したことから、本件各不動産の取引の場にいたAが他人のなりすましであるとは考えられない

と判断した。もっとも、A の本人確認については改めて行うという方針となり、これらの検討結果

を法務部に報告した。

東京マンション事業部では、上記の検討と並行して、東京マンション事業部が依頼していた弁護

士に相談したところ、弁護士から、本人確認として収集すべき資料として、本件不動産宛て消印付

郵便物（手紙や納税通知書、公共料金納付書）、健康保険証、年金手帳、預金通帳、マイナンバー通

知カード等があり、これらを積み上げ、本人である可能性を高めるとよい旨の助言があり、また、

昔からの知人や加盟組合（旅館）などへの写真による本人確認、建物の内覧を行うべきであるとの

助言を得た。
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⑰平成29年 5 月１１日

�　本件通知書 2及び本件通知書 3が送られてきたので、法務部から東京マンション事業部に連絡

されたが、不動産部や Y 2 には連絡されなかった。本件通知書 2及び本件通知書 3を見た法務部

では、他の業者による干渉が激化したものと考え、法務部長は、Aが売主本人であることを前提

に、Aが売却を翻意することあるいは他の業者に売却してしまうことを心配して、間違いなく Z

会社に売却するとの意思を確認させるべきであるとして、本件確約書の書式を弁護士に確認して

整えた上、東京マンション事業部にAから取得するよう連絡した。

⑱平成29年 5 月１１日

�　ある人物が東京マンション事業部を訪れ、本件各不動産をB 1 に紹介したが、B 1 に本件取引

から外されたとの苦情を述べた。

⑲平成29年 5 月１2日

Z会社の東京支社にある人物（別人）が来社し、B 1の取引は不適切なものであると抗議し、自分

が介在して解決するなどと述べた。Z会社マンション事業本部長は、マンション事業本部及び東京

マンション事業部に集まってきていたこれらの情報に対応すべく、同日、東京マンション事業部に

おいて、営業次長や東京マンション事業部従業員を集めて会議を開催した。そこでは、マンション

事業本部及び東京マンション事業部としては、上記の通知書ではA本人が入院中であるとされてい

るのに通知書を発信できた理由が不審であること、通知書に連絡先の記載がないこと、通知書の内

容が真剣な申出であるとは読み取れないこと、仮登記がされた事実を知っていることが不審である

といった理由から、本件通知書 １から同 3までは本件各不動産の売買契約を妨害するための嫌がら

せの書面であろうと判断した。ただし、Aの本人確認を再度行うことが必要であることも確認され、

その他の本人確認書類や法務部から指示のあった本件確約書を受領することになった。しかし、弁

護士から助言された本人確認方法のうち、昔からの知人や加盟組合（旅館）などへの写真による本

人確認については、Aの不興を買うおそれがあることから実施しないこととした。また、何らかの

対応を要求するブローカーには対応しないことを決めた。

⑳平成29年 5 月１2日

Z会社マンション事業本部長は、この人物がY 2の名前を出したことから、Y 2にこの人物の話の

真偽を確認する必要があると考え、Y 2 に対する説明のために、本件説明資料を準備した上、Y 2に

電話を掛けた。この日、Y 2は大阪にいたが、伊丹空港から羽田空港に向かう飛行機に搭乗する必

要があり、伊丹空港において、秘書を通じて電子メールにより送られてきた本件説明資料にざっと

目を通し、マンション事業本部長からの電話を受けた。なお、本件説明資料には、〔 １〕所有者本人

と称する者から、売買をしていないのでT １ 会社の仮登記の抹消をT １ 会社に、Z会社の仮登記の抹

消をZ会社に求める内容の通知書が送られてきていること、〔 2〕上記通知書には、本件売買契約を

していない旨の主張、売主の実印が偽造されたものである旨の主張、旅券の写真が売主のものでは

ない旨の主張及び面会謝絶で長期入院中である旨の主張が記載されていること（ただし、内容証明

郵便によるものであることは本件説明資料には記載されていない。）、〔 3〕Z会社の取った本人確認

方法（司法書士も確認済みのもの）として、〔ア〕旅券の原本確認と写しの取得、〔イ〕住民票、印
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鑑証明書の原本確認と写しの取得、〔ウ〕公証人による本人認証証書の原本確認と写しの取得、〔エ〕

権利証の原本確認と写しの取得があることが記載されていた。また、〔 ４〕本件説明資料には、平成

29年 5 月１１日午後 2時すぎ、ある人物が Z会社を訪れ、T 2 会社と連絡を取れるようにしてほしい

旨の要望（Aと T 2 会社との間の取引からはずされたとの主張）をしたことや、この人物によると、

Y 2 と東北で分譲地の取引を何回か行ったことがあるとの主張がされていることが記載されていた。

Y 2は、どのような人物であるかを確認した上、会った記憶はないと返事をした。Y 2は、本件取

引について妨害工作があることを知り、リスクを排除するために法務部の関与をさせたほうがよい

と考え、法務部長に連絡を取るようマンション事業本部長に指示した。Y 2は、飛行機に搭乗して

羽田空港に到着した後、今度は法務部長に連絡をとり、本件取引についてマンション事業本部長か

ら連絡があるので、東京マンション事業部の依頼した弁護士と相談して対応するよう指示した。法

務部長は、既にマンション事業本部長から連絡を受けており、連携して対応している旨回答した。

�平成29年 5 月１2日

Z 会社の関係会社の代表者（Z会社不動産関西）から、不動産部の不動産部長に対し、本件取引

に関し、Z会社が支払った手付金が地主には少ししか支払われていないという噂がある、仲介して

いる相手は疑わしいところではないかなどとする内容の連絡があった。この連絡は、不動産部長か

らマンション事業本部長に内容が報告されたが、法務部には連絡されなかった。

�平成29年 5 月１8日

ある人物から、本件各不動産への仮登記に抗議するというファクシミリ文書が送付された。この

ファクシミリ文書については、本社不動産部の不動産部長も認識した。不動産部長は、本件取引に

は普通ではないところがあると感じ、マンション事業本部長に対し、仮に取引が無事に完了しても、

事業実施に向け嫌がらせ等大きな妨害リスクが残る可能性があると述べた。

�平成29年 5 月１9日

東京マンション事業部では、引き続きAの本人確認情報を取得する作業を進めており、営業次長

が本件各不動産の中に立ち入って現状を確認する現地内覧が行われた。ただし、偽Aは約束とは異

なり現れず、代理人という弁護士が現れ、本件各建物の鍵を開けて中に立ち入った。

�平成29年 5 月22日

Z 会社において、マンション事業本部長、営業次長及び東京マンション事業部従業員が参加して

協議を行った。同協議において、本件通知書 1から同 3までの送付を含めた一連の動きは、本件取

引を快く思っていない人物がこれを妨害する目的で行っているのであろう、登記簿上仮登記のまま

になっているため、所有権が完全にZ会社に移転していないことにより妨害工作がされているのだ

ろうといった議論がされた。営業次長は、マンション事業本部長が翌日にAと会う予定になってい

ると聞き、マンション事業本部長が最終的に本人確認をすることができると考えた。マンション事

業本部長は、残代金の決済日を前倒ししたいと述べ、検討することになった。マンション事業本部

長は、本件各不動産が不法占拠されたりするなどのリスクを避けるために、残代金の決裁を前倒し

することを考えた。
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�平成29年 5 月23日

マンション事業本部長と東京マンション事業次長らが出席して、偽A、B 2 、B 1 及び偽A側弁

護士らと面談する機会が設けられた。マンション事業本部長は、偽Aに、本件通知書 1から同 3ま

でが届いていることを問いただしたが、偽Aは平然とこれを否定し、マンション事業本部長が法務

部から取得するよう依頼を受けた本件確認書にも署名押印した。もっとも、偽Aは多く発言せず、

弁護士が会話を取り仕切った。マンション事業本部長が、妨害行為を鎮静化させるために残代金決

済前倒しを提案したところ、その場の誰からも反対意見は出なかった。

�平成29年 5 月2４日

マンション事業本部長は、不動産部長から、残代金決済前倒しについての了承を得た。　マンショ

ン事業本部長は、本件取引に関する資金の送金を準備する不動産部の不動産部長に対しても、同月

25日頃、法務部とも協議した上で残代金決済前倒しを依頼する旨連絡した。法務部長は、決済後の

妨害リスクを覚悟の上であれば、移転登記を早めるに越したことはないが、本件取引は金額も大き

く、多数のネガティブ情報もあることから、本来一般的には要求しない手続であるものの、残代金

決済前倒しについて社長である Y 2 の了解を取るようにと述べ、マンション事業本部長はこれを了

承した。

�平成29年 5 月30日

マンション事業本部長は、海外出張中であったY 2に対し、ブローカーの相関図（時期を別にす

る二つの説明が記されたもの。）を記した本件説明図を、秘書を通じて送付した上で、Y 2が帰国し

た直後である同月30日、Y 2 が移動のために乗車中の自動車に同乗して、本件説明図にざっと目を

通していたY 2に対し、不動産部、法務部、弁護士と協議した結果、様々な嫌がらせや妨害工作を

排除するために、残代金の決済を同年 6月 1日に前倒しする方針であることを説明した。Y 2 が、弁

護士や法務部の見解について尋ねたところ、マンション事業本部長は、いずれも了解していると回

答した。Y 2は、大阪の本社に到着した後、法務部長に対し、残代金決済前倒しにつき問題はない

かと尋ねたところ、問題ないと回答した。不動産部長は、マンション事業本部長が Y 2 の了承を得

たことを確認して、残代金決済前倒しに係る資金の準備を行った。

�平成29年 5 月3１日

東京マンション事業次長は、残代金決済前倒しの前日、本登記が可能な文書を確認するために、

他の従業員並びに司法書士 2名とともに、偽A、偽A側弁護士、B 2、B 1 及び Cと打合せを行っ

た。東京マンション事業次長は、偽Aの本人確認書類として、旅券、国民健康保険被保険者証、印

鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票、除籍謄本、納税証明書 3通及び固定資産評価証明書などの必要

書類を確認した。その際、司法書士によって偽Aの旅券の紫外線調査（ライトを照射すること）が

行われたが、その調査では問題は発見されなかった。もっとも、司法書士から旅券の表記の一部に

ついて他の箇所とわずかに異なる箇所がある旨の指摘がなされた。また、偽Aは、本登記に必要な

書類の一つである本件各不動産の登記済み権利証を持参しなかった。この打合せの結果、権利証に

代えて、偽A側弁護士作成の本人確認情報で登記申請を行うということになった。なお、本人確認

情報で登記申請を行うことになったことは、東京マンション事業次長から Z会社内部には情報とし



11

〔Vol. 39 2023〕CHUKYO LAWYER

て報告されなかった。

�平成29年 6 月 １ 日

Z会社の会議室に、偽A、偽A側弁護士、C、B 1 、B 2 、営業次長及びZ会社の従業員が集まっ

た。このとき、本件各不動産の所在地において現場保全のため待機していた東京マンション事業部

技術室課長からZ会社の従業員に電話がかかり、建物の中に電気がついていることや建物の勝手口

に釘止めが打たれていることが伝えられた。営業次長が建物に電気がついている旨をCに伝えたと

ころ、Cは、数日前に自分が電気をつけたと述べて取り繕った。さらに、上記技術室課長から電話

があり、通報があったため警察への任意同行を求められていることが伝えられた。営業次長はその

場にいた者にこの情報を伝えたが、通報は、本件各通知書の差出人と同様、本件取引を妨害しよう

とする者が行ったのであろうとの結論になり、決済手続を続行することになった。東京法務局にい

た司法書士から所有権移転登記（本登記）の申請が法務局の窓口で受け付けられたとの報告を受け

て、営業次長は、B 1 に、49億819万3309円に相当する金額を 8通の預金小切手で支払い、B 1 はそ

のうち 6通を偽Aに渡した。その上で、その 6通のうち 1通（ 7億4970万8000円分）は、偽Aが

Z会社から購入する分譲マンションの代金として、営業次長に交付された。営業次長が交付を受け

た預金小切手以外の 5通の預金小切手は、速やかに現金化された。しかし、後に、マンション事業

本部長は、決済が終了した後、偽Aが登記済み権利証を持参せず、現場の判断で偽A側弁護士が作

成した本人確認情報を使って登記申請を行ったという事実を知ったが、その事実を知っても、偽A

の本人性を疑ったことはなかった。

�平成29年 6 月 １ 日

残代金決済後、営業次長、Z会社の別の従業員及び東京マンション事業部が依頼していた弁護士

は、上記技術室課長が任意同行された警察署に赴き、そこで、本件各不動産の真の所有者の弟を名

乗る者 2名及びその代理人弁護士とされる者と面談した。同弁護士は、自身はまだAの代理人では

ないと述べた上で、本件各通知書は本件各不動産の真の所有者であるAが出したものであり、Aは

現在入院していて面会謝絶の状態にあるが、本件各不動産を売却したことはないと説明するととも

に、仮登記を抹消するよう求め、本件各通知書の発信方法についての Z会社側の質問に対しても、

理由を説明することなくAが出したものである旨繰り返し、また、Aとの面談についても面会謝絶

を理由に拒否した。営業次長は、上記面談において本件各不動産の真の所有者は別人であるとの主

張を聞き、本人確認書類である偽Aの旅券を旅券センターに持参してもらって真贋を確認しようと

考え、同月 2日、偽Aとの間で、同月 6日に面会する約束を取り付けた。

�平成29年 6 月 5 日

Y 2 は、不動産部長に対し、本件取引について質問し、マンション事業本部長に報告を求めた。

�平成29年 6 月 6 日

不動産部長は、Y 2に対し、本件各不動産の登記がうまく行っておらず、地主が行方不明である

と報告した。

�平成29年 6 月 6 日

東京法務局品川出張所の登記官は、本件各不動産につきAの親族から不正登記防止の申出がされ

（9）
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ていたため、Z会社からの登記申請につき実体調査をし、弁護士から事情を聞いた後、司法書士両

名並びにZ会社の従業員に対し、申請書類の一つである弁護士作成の本人確認情報に資料として添

付されていた国民健康保険被保険者証の写しについてはこれに対応する原本があるとして、偽造さ

れたものであると考えているなどとする見解を表明し、本件登記申請を却下する方針であることを

告げた。このことは、直ちに Z会社に知らされた。

�平成29年 6 月 6 日

Z会社は、新宿警察署において、偽A名義の口座等を凍結するよう依頼した。営業次長は、偽A

と連絡をとろうとしたが、果たせなかった。

�平成26年 6 月 7 日

営業次長は、B 1 に対し、本件各不動産の売買代金のうちT 1会社に渡った 6億5000万円を Z会

社に一旦返金するよう依頼した。しかし、B 1 は、既に自己の債務の返済に充てたと回答してこれ

を拒んだ。マンション事業本部長は、Y 2に対し、本件売買契約に基づく不動産登記申請を法務局

が却下しようとしている旨報告した。その際、マンション事業本部長が、妨害行為の詳細について

触れ、本件各通知書が内容証明郵便の方法で届いていたことなどを報告し、Y 2 は、なぜ今頃この

ような書類を見せるのかと問いただした。

�平成29年 6 月 9 日

東京法務部品川出張所の登記官は、本件登記を却下した。これを受けて、Z会社は、新宿警察署

への被害届の提出を試みたが受理されなかった。Z会社は、T １ 会社に対し、本件売買契約を解除す

る旨の意思表示をした上、その後、T １ 会社の預金債権等の仮差押の申立てを行い、仮差押決定を

得た（同20日）。

�令和元年１2月26日

T 1 会社、B 2 及び B 1 に対して原状回復等を求める訴えを提起した。

�令和元年１0月～令和 2年 6月

詐欺グループ１0名の有罪判決

�令和 2年 9月30日

令和 2年 9月30日、詐欺グループの10名に対し、損害賠償を求める訴えを提起した。

5 　本件訴訟経緯

Xは、平成30年 3 月 5 日、Z会社の監査役に対し、会社法847条 1 項に基づき、本件詐欺事件に

ついてZ会社の最高位の業務執行責任者であるY 2が本件売買契約を決裁した経営判断が誤りであ

り、従業員による権利者の本人確認等を十分に行わせるべき監視監督義務を怠ったことなどを理由

として、Y 2に対する責任を追及する訴えの提起を請求した。

Z会社の監査役は、平成30年 4 月19日頃、Xに対し、「提訴請求書に対する回答書」と題する文書

をもって、Y 2に対する訴えの提起をしない旨回答した。Xは、Z会社が上記提訴請求の日から60日

を経緯しても同請求に係る訴えを提起しなかったため、平成30年 5 月31日、本件訴えを提起した。

（10）
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Ⅱ　判旨
１　争点 １（Y 2 に関する任務懈怠責任の成否）について

（ １）〔 １〕経営判断（本件稟議書の決裁及び残代金決済前倒しの了承）の誤りについて

ア（ア）本件では、代表取締役であったY 2による本件稟議書の決裁を経て、Z会社による本件

各不動産の購入が決定され、その結果、Z会社に多額の損害が生じたものである。

しかるところ、取締役による決裁を経て不動産を購入するに至ったが、それによって当該会社に

損害が生じた場合、かかる意思決定に関与した取締役が当該会社に対して善管注意義務違反ないし

忠実義務違反による責任を負うか否かについては、取締役に求められる上記の判断が、当該会社の

経営状態や当該不動産の購入によって得られる利益等の種々の事情に基づく経営判断であることか

らすれば、取締役による当時の判断が取締役に委ねられた裁量の範囲に止まるものである限り、結

果として会社に損害が生じたとしても、当該取締役が上記の責任を負うことはないと解され、当該

取締役の地位や担当職務等を踏まえ、当該判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程

が合理的なものである場合には、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著しく不合理なも

のでない限り、当該取締役が善管注意義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うことはないと

いうべきである。

（イ）そして、会社によっては、その組織の規模等のために、各種の業務を種々の部署で分担し、

その部署に知見や経験を集積して、権限も適宜委譲することによって、専門的知見を要する業務も

含めて広汎な各種業務に効率的に対応することを可能とするものもあり、当該会社がこのような大

規模で分業された組織形態となっている場合には、取締役がこれらの各部署で検討された結果を信

頼してその経営上の判断をすることは、取締役に求められる役割という観点からみても、合理的な

ものということができる。

そうすると、当該会社が大規模で分業された組織形態となっている場合には、当該取締役の地位

及び担当職務、その有する知識及び経験、当該案件との関わりの程度や当該案件に関して認識して

いた事情等を踏まえ、下部組織から提供された事実関係やその分析及び検討の結果に依拠して判断

することに躊躇を覚えさせるような特段の事情のない限り、当該取締役が上記の事実等に基づいて

判断したときは、その判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程は合理的なものとい

うことができる。

イ　本件稟議書の決裁について

（ア）Z会社の規模及び Y 2 の地位等

Z 会社は、単体の売上高が 1兆円を超え従業員数も 1万4000人を超える経営規模の極めて大きな

会社であり、その組織形態についてみても、組織的な事務分掌の定めや役職を置いて業務を分担さ

せ、その分担状況に応じて権限も委譲され、具体的な事務内容やよるべき手続についても定められ

ていた。このように、Z会社は、大規模で分業された組織形態となっていたということができる。

そして、Y 2は、このような Z会社において、最高執行責任者（COO）として、その各部門の業

務を総合運営し、業務執行全般を指導統制することなどが求められていた代表取締役社長であった

のであり、Z会社において販売用不動産の購入についてY 2の決裁が必要であるのは購入総額10億

（11）
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円以上のものであったことからみても、Z 会社において Y 2 の判断に求めていたのは、多額の資金

を要する不動産購入について経営全体を総括する立場からの検討であり、個別の契約内容を具体的

に点検することを求めていたものではないといえる。

（イ）事実等の認識ないし評価に至る過程について

a�　そこで、Y 2の認識していた事実等について更に検討すると、Y 2は、本件稟議書を決裁し、

その際に本件稟議書の内容を確認することができたが、本件稟議書に記載されていた事項は、い

ずれの点においても、これに依拠して判断することに躊躇を覚えさせるようなものではなかっ

た。

� 　本件各不動産の所有者（Z会社が転売を受けるT 1会社に対する譲渡人）であるAの本人性

について、東京マンション事業次長やマンション事業本部長らも含めて東京マンション事業部

等の担当者は、偽Aが本件各不動産の所有者であるA本人であることの信用性は高いと考え

ており（なお、東京マンション事業次長らは、公証人が旅券等の提出により面前のAが人違

いでないことを確認したなどとする公正証書を根拠にして、Aの本人確認の信用性は高いと判

断していたのであり、その判断が当時のものとして不合理なものであったということもできな

い。）、したがって、本件稟議書にも、その信用性に疑義を生じさせるような事情は一切現れて

いない。

� 　また、Y 2 は、現地を視察し、その際、マンション事業本部長から本件各不動産についての

説明を受けているが、その説明内容に不自然ないし不合理な点があったということもできない。

本件稟議書の冒頭の「はじめに」では、T 2会社がAと平成29年 4 月 3 日付けで本件各不動産

の売買契約を既に締結している旨の記載があるが、本件稟議書の「契約の相手」欄では、契約

の相手としてT 2会社が記載されていたのを、手書きでT 1会社と訂正されており、Z会社に対

する本件各不動産の譲渡人の記載に矛盾があるかのような記載がされている。しかし、Y 2は、

マンション事業本部長であったマンション事業本部長から、直接に、既に本件各不動産の所有

者であるAとT 2 会社とが契約を結んでいるが、改めてAと同社が契約を締結し直し、同時

に同社とZ会社とが契約を締結して本件各不動産を取得すると聞いていたのであるから、本件

稟議書上は（その時点では、T 2会社との間の締結済みの契約書が存在する。）、T 2会社（訂正

前）ないしT 1会社（訂正後）が契約の相手方として記載され、かつ、本件稟議書上の契約の

相手方の記載に訂正（それも、いわゆる前株か後株かの違いという類似した商号の会社間での

訂正）があったとしても、本件稟議書に依拠して判断することに躊躇を覚えさせる事情があっ

た（したがって、Y 2としては契約の内容を担当者に再度確認等すべきであった）などという

ことはできない。

b�（a）ところで、Xは、「社長現地視察済み」の「社長案件」ないし「Y 2 案件」であったため、

稟議を急がせ、稟議決裁が形骸化した旨の主張をする。

� 　Xのいう「社長案件」ないし「Y 2案件」の意味は必ずしも明らかではないが、Y 2が本件各

不動産の購入に何らかの特殊な関係ないし利害を有していたのではなく、本件各不動産の購入

は営業担当であった東京マンション事業次長にB 2 から持ち込まれたことにより始まった話で
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あり、その後の経緯をみても、他の案件とは異なる「社長案件」ないし「Y 2 案件」であった

などということはできない。Y 2は、稟議書の決裁の前に本件各不動産の現地視察をしている

が、そのこと自体は特殊なことではなく、上記判断を左右するものではない。

� 　本件稟議書の決裁は、確かに、通常よりも急を要する手続により行われているものであるが、

購入に当たっては東京マンション事業部等において必要な検討を加えた上で決裁に上程されて

いるのであるから、要急の決裁であったことをもって稟議が形骸化していたということはでき

ず、したがって、Y 2 が、本件稟議書によって提供された事実等の信頼性を通常以上に慎重に

検討すべきであったということはできないし、ましてや、それに依拠して判断することに躊躇

を覚えさせるような事情があったということはできない。

�（b）また、Xは、中間業者が介在する必要がないのに「アパレル系の会社」であるというT 2

会社ないしT 1会社が介在したことをもって不審な点があった旨の主張をするが、何らかの事

情により中間業者が介在すること自体は、その者が不動産取引を直接の目的としていない場合

も含めて、直ちに不審な取引であるということはできないし、Xは、中間業者が地主の目の前

で10億円もの利益を得ることになる取引であることの不自然性も指摘するが、本件稟議書には

中間業者となるT 2会社ないしT 1会社の利得額が10億円になることは明記されていないほか、

中間業者が介入する以上、何らかの経済的利益が中間業者にもたらされることになることは取

引上あり得ることであって、この点をもってY 2に躊躇を覚えさせるような事情があったとい

うこともできない。

� 　さらに、Xは、中間業者であるT 1会社の取締役の属性や同社が実態のない会社であったこ

とを前提として不審点があった旨の主張をするが、T 1会社の取締役が政治家の配偶者であっ

たとしても、それが不審な契約であることを基礎付ける事情とは直ちにはいい難く、いずれに

せよ、そのような事実関係をY 2が知り得たとする根拠も見当たらない。

� 　加えて、Xは、T 1 会社に対する売買代金の決済が70億円もの預金小切手を交付する方法で

行われたことも問題視するが、本件稟議書には決済の方法は記載されておらず、むしろ、売買

代金を決済する方法として預金小切手を利用するかどうかは事業部長の判断に委ねられており、

小切手の発行それ自体に本社経理事務部の関与も必要とされていなかったのであるから、決済

方法の点をもってY 2に躊躇を覚えさせるような事情があったということもできない。

c�　以上のとおり、Z会社は大規模で分業された組織形態となっているところ、Y 2 が本件稟議書

の決裁により本件各不動産を購入する意思決定をした際、本件稟議書の内容、現地視察の際に

直接得た印象、その際にマンション事業本部長から受けた説明内容に躊躇を覚えさせるような

特段の事情は認められなかったのであるから、後記のとおりこれらの事実等に基づいて判断し

た Y 2 の判断は、その判断の前提となった事実等の認識ないし評価に至る過程は合理的なもの

であったということができる。

（ウ）判断の推論過程及び内容について

�　Y 2 は、本件稟議書の内容、現地視察の際に直接得た印象、その際にマンション事業本部長か

ら受けた説明内容に基づき判断をしている。

（12）
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�　そこで、かかる事実等によるY 2の判断の推認過程及び内容の合理性について検討すると、上

記の本件稟議書の内容やマンション事業本部長の説明内容等からは、T 1会社を通じて本件各不

動産を購入する偽Aが真実は本件各不動産の所有者ではなかったという事情は一切うかがわれな

いのであり、かかる事実等により本件各不動産を真の所有者から購入することができると考えた

Y 2 の判断の推論過程及び内容に不合理というべき点はない。

�　本件各不動産の購入に要する費用は、T 1会社に支払う売買代金だけで70億円を要するもので

あったが、当時のZ会社の規模や売上高等に鑑みれば、購入につき特に問題となる金額ではなく、

また、本件各不動産は JR五反田駅から徒歩約 4分の距離に位置するマンションの建設が可能な

約600坪のまとまった土地で、頻繁に市場に現れるような土地ではなく、本件稟議書からは採算

性についても特段の問題はなかったのであるから、本件各不動産を購入するとした判断について

も、何ら不合理な点は見当たらない。

（�エ）以上のとおり、本件稟議書を決裁した Y 2 の判断は、その前提となった事実等の認識ないし

評価に至る過程が合理的なものであり、かつ、かかる事実等による判断の推論過程及び内容が著

しく不合理なものではなかったのであるから、経営判断として Y 2 に許された裁量の範囲に止ま

るものであったということができ、Y 2 が、本件稟議書を決裁したことを理由に善管注意義務違

反ないし忠実義務違反による責任を負うということはできない。

ウ　残代金決済前倒し了承について

（ア）事実等の認識ないし評価に至る過程について

Y 2は、平成29年 5 月30日に残代金決済前倒しを了承する判断をした際、本件稟議書を決裁した

同年 4月20日の時点で既に聞いていた事実等に加えて、〔 1〕同年 5月12日にマンション事業本部長

から本件説明資料を用いて説明を受けて新たな事実等を認識したほか、〔 2〕残代金決済前倒しを了

承した際に、本件説明図を用いて説明を受けて新たな事実等を認識した。

すなわち、Y 2 は、平成29年 5 月12日、伊丹空港において、本件各不動産の所有者本人と称する

者から売買をしていない旨の通知書が届いたことやZ会社が取った所有者の本人確認方法などを記

載した本件説明資料にざっと目を通し、マンション事業本部長からブローカー的な人物が訪問して

きていることなどを電話で説明を受けている。また、Y 2は、同月30日、ブローカーの相関図を記

載した本件説明図にざっと目を通し、自動車内において、マンション事業本部長から、不動産部、

法務部、弁護士と協議した結果、様々な嫌がらせや妨害工作を排除するために、残代金の決済を同

年 6月 1日に前倒しする方針であることなどの説明を受けている。

上記各文書の記載内容も含めたこれらの事実等については、その内容に鑑みても、マンション事

業本部長が殊更にY 2に対して虚偽の説明をしていると感じさせるものではなく、また、本件各不

動産の所有者の本人確認に関しては、本件説明資料によって、旅券の原本確認や公証人による本人

認証証書の原本確認等によって司法書士による確認も含めて本人確認を実施した旨の情報がY 2に

もたらされていたほか、平成29年 4 月18日の現地視察の時点で既にY 2はマンション事業本部長に

対して地主に会って意思確認をするよう指示していて（実際、マンション事業本部長は、同年 5月

23日に所有者であると称していた偽Aに直接会っている。）、同月12日には弁護士と相談して対応す
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るようにも指示をしており、その結果、同月30日のマンション事業本部長からの説明の際には妨害

工作の存在についての説明はあったが、本人性について疑義があるとの情報はもたらされなかった

のであるから、Y 2としては本人性に疑義があるとの検討結果はなかったものと考えても不自然で

はなく（仮に、Y 2がマンション事業本部長に尋ねていたとしても同様の回答がされたものとうか

がわれる。）、これらの事実等によれば、本件各不動産の所有者の本人性について追加の情報収集を

しないと判断をすることが躊躇されるというような事情があったみることはできず、したがって、

上記各文書の記載内容も含めた上記の事実等に基づいて行われた Y 2 の判断について、その前提と

なった事実等の認識ないし評価に至る過程は合理的なものであったということができる。

なお、上記の通知書は内容証明郵便により送付されており、また、Z会社の関係会社の代表者か

らは、平成29年 5 月12日に、不動産部の不動産部長に対し、本件取引に関し、Z会社が支払った手

付金が地主には少ししか支払われていないという噂がある、仲介している相手は疑わしいところで

はないかなどとする内容の連絡があり、Xはこれらの点を指摘するが、かかる事実等がY 2に伝え

られたと認めるに足りる証拠はなく、Y 2の認識した事実等によれば追加の情報収集をしないと判

断をすることが躊躇されるというような事情があったみることができないことは上記で説示したと

おりである。

（イ）判断の推論過程及び内容について

そこで、Y 2が認識ないし評価するに至った上記の事実等を前提に、かかる事実等によるY 2の

判断の推認過程及び内容の合理性について検討すると、Y 2は、本件説明資料やマンション事業本

部長による説明により、本件各不動産の所有者本人と称する者から売買をしていない旨の通知書が

届いたことなどの事実等を認識するに至っている。

しかし、他方で、Y 2には、本件説明資料によって、旅券の原本確認や公証人による本人認証証

書の原本確認等のほか司法書士による確認も含めて十分な本人確認が行われていたことを示す情報

ももたらされていたこと、マンション事業本部長に対して地主に直接会うよう指示し、弁護士とも

対応を相談するように指示した結果としても、偽Aが本件各不動産の所有者本人である本人性に疑

義があるとの情報はもたらされなかったこと、むしろ、上記通知書による情報が、偽Aの本人性に

疑義があることを示すものではなく、Z会社による本件各不動産の取得を妨げようとする妨害工作

である可能性が高いことを示す検討結果が示されていたこと、さらに、マンション事業本部長から

は、残代金の決済の前倒しについて弁護士や法務部はいずれも了解していると聞き、Y 2が法務部

長に直接尋ねても、法務部長は、残代金決済前倒しにつき問題はないとの回答をしていたことから

すれば、平成29年 5 月12日や同月30日に契約の続行を中止するという経営判断をすべきであったと

いうことはできないし、また、本件取引を続行し、かえって、残代金の決済時期を前倒しにする残

代金決済前倒しを了承するY 2の判断について、推論過程及び内容が著しく不合理なものであった

ということはできない。

（ウ）以上のとおり、残代金決済前倒しを了承した Y 2 の判断は、その前提となった事実等の認識

ないし評価に至る過程が合理的なものであり、かつ、かかる事実等による判断の推論過程及び内容

が著しく不合理なものではなかったのであるから、経営判断として Y 2 に許された裁量の範囲に止
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まるものであったということができ、Y 2 が、残代金決済前倒しを了承したことを理由に善管注意

義務違反ないし忠実義務違反による責任を負うということはできない。

（ 3）〔 3〕内部統制システム（リスク管理体制）構築義務に係る任務懈怠について

ア�　会社法上、取締役会設置会社においては、内部統制システムに関する事項（取締役の職務の執行

が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社

及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定

める体制の整備）の決定は、重要な業務執行の決定として取締役会の決議事項とされており（会

社法362条 ４ 項 6 号）、そのうち、大会社（会社法 2条 6号）では、この内部統制システムに関す

る事項を整備することは義務的とされている（同条 5項）。

イ�　そこで、本件においてZ会社において構築されていたマンション用地の不動産取引に係る内部

統制システム（リスク管理体制）について検討すると、本件取引当時、東京マンション事業部に

おいては、マンション事業部業務フローチャート、不動産事業マニュアル及び稟議規則等に従い

マンション用地を取得することと定められており、具体的には、物件の調査及び確認等、稟議、

契約締結時の確認事項等、手付金の支払及び仮登記、決済等について、詳細な定めが設けられて

いた。

�　Z会社において定められていた上記の手続等においては、旅券等の本人確認書類が偽造されて

いる可能性があることを指摘するものではなく、その可能性があることを前提とした定めは設け

られていなかったと考えられるが、売主に直接対面して本人確認書類の原本の提示を受けること

とされていて、実際、本件においても、上記の手続等に従って、複数回にわたって本人確認がさ

れていたほか、残代金決済前倒しの前日には、旅券、国民健康保険被保険者証、印鑑登録証明書、

戸籍謄本、住民票、除籍謄本、納税証明書 3通及び固定資産評価証明書などの必要書類の確認も

行われており、その際、司法書士によって偽Aの旅券の紫外線調査まで行われていたのであるか

ら、通常想定されるリスクに応じた管理体制が定められていたということができる。そして、本

件では、結果として、偽Aから提示された旅券は偽造されたものであったと考えられるが、Z 会

社がこれまでにこのような被害額の詐欺事件に遭った経験を有していなかったとみられることか

らしても、Y 2 が、Z会社の代表取締役として、当時、上記の紫外線調査でも判明しない偽造につ

いてまで想定してリスク管理体制を整えておくべきであったということはできない。

�　なお、Xは、本件においても、不動産部に不審情報が隠すことなく集積されていれば本件取引

が詐欺によるものであることが判明することが期待できたが、稟議規則上、不動産部による歯止

めが利かない構造となっていたという欠陥があった旨の主張をする。確かに、不動産部の不動産

部長は、本件取引に懸念を有していたことが認められるが、不動産部長としても、本人確認が行

われたことを前提として決裁後の妨害リスクに触れるものであり、本件取引の売主の本人性に重

大な問題があると懸念していたとまではいうことはできず、したがって、不動産部に情報を集積

していれば本件取引が詐欺によるものであることが判明したと認めることのできるものではない

し、また、本件稟議書は不動産部にも提示されており、不動産部長も承認していたが、稟議に際

して不動産部長が否定的な意見を述べることが禁止されていたとは認められないのであるから、
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Xの上記主張は採用することができない。

ウ�　さらに、Xは、従業員が、内容証明郵便が到達していることを決裁権者に秘匿したり、ペーパー

カンパニーを中間業者にすることを許容したり、警察沙汰になっているにもかかわらず多額の代

金決済を現場の判断だけで続行したり、高額の預金小切手での決済を現場の判断だけで許容した

り、不審情報が多数ある中で残代金決済前倒しという自らリスクを高める行動に出ることを許容

したという事態が発生しており、内部統制システム（リスク管理体制）が実効的に機能していた

とはいえない旨の主張をする。

�　しかし、内容証明郵便の方法で通知書が送られてきていることは Y 2 に伝えていなかったと考

えられるが、殊更秘匿にされたとは認めるに足りる証拠はないし、本件各不動産の売買以外にも

多くの決裁等の業務を抱える代表取締役であった Y 2 に全ての事項が伝えられていなかったとし

ても、内部統制システム（リスク管理体制）として実効的に機能していなかったということはで

きず、本件では、その内容の骨子は Y 2 に伝えられていた上、担当者の中では内容証明郵便であ

ることも踏まえた検討がされていたのであるから、Y 2 に通知の方法まで伝えていなかったこと

をもって内部統制システム（リスク管理体制）が実効的に機能していなかったということはでき

ない。また、仮にT 1会社がいわゆるペーパーカンパニーであったとしても、本件各不動産につ

いての情報を提供してきたB 1 の求めるT 1会社をいわゆる反社会的勢力に属していないことの

確認をした上で中間業者として介在させたこと自体をもって、内部統制システム（リスク管理体

制）が実効的に機能していないということはできないし、さらに、残代金決済の際、本件各不動

産の所在地で待機していたZ会社の従業員が通報があったとして警察への任意同行を求められる

事態が発生しているが、旅券等で複数回にわたって所有者の本人確認をし、他方、様々な嫌がら

せや妨害工作がされていると認識されていたことなどの本件に現れた事実関係等の下では、現場

の判断でそのまま決裁を続行したとしても、直ちに内部統制システム（リスク管理体制）が実効

的に機能していなかったということはできない。

�　加えて、Z会社では、預金小切手を発行する場合は必ず線引小切手で発行することとした上で、

売買代金を決済する方法として預金小切手を利用するかどうかは事業所長の判断に委ねられてい

るが、売買自体については別途決裁を得ることになっていることや、線引小切手の性質も考慮す

ると、本件においても、上記定めに従って現場の判断で預金小切手で決裁したことをもって、内

部統制システム（リスク管理体制）が実効的に機能していなかったということはできないし、ま

た、上記と同様に、旅券等で複数回にわたって所有者の本人確認をし、他方、様々な嫌がらせや

妨害工作がされていると認識されていたことなどの本件に現れた事実関係等の下では、担当者や

担当部署において代金決済前倒しの判断をしたことをもって、直ちに内部統制システム（リスク

管理体制）が実効的に機能していなかったということもできない。

エ�　このように、Z 会社の内部統制システム（リスク管理体制）が実効的に機能していなかったと

いうことはできず、したがって、Y 2 に、Xの主張する、本件取引が中止されるような内部統制シ

ステム（リスク管理体制）を構築すべき義務があったということはできない。

（裁判長裁判官　谷村武則　裁判官　小川紀代子　裁判官　三重野真人）
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Ⅳ　検討
本件は、地面師による有名な詐欺事件であり、本件代表訴訟は、その後始末とも言える。以下、

本件裁判所の争点整理に従って、検討していく。

１ 　代表取締役社 Y 2 の経営判断における善管注意義務違反

（ １）いわゆる経営判断の原則について

本件判旨は、個別行為の判断の前に、二つの判例規範の確認を行っている。一つは、いわゆる経

営判断の原則であり、もう一つが、いわゆる信頼の原則である。経営判断の原則については、有名

な判例であるアパマンショップ事件の最高裁が述べているように、「その決定の過程、内容に著しく

不合理な点がない限り、取締役としての善管注意義務違反を問われない。」とするものである。もち

ろん、その前提として、違法性がないことが大前提となる。

このいわゆる経営判断の原則の内容を、ほぼ敷衍しているとしてよいであろうが、なぜか、最判

を引用していない。

（ 2）いわゆる信頼の原則について

本件判旨は、経営判断の原則を展開した後に、つづいて、いわゆる「信頼の原則」に言及してい

る。信頼の原則については、これもまたアメリカ会社法で先行的に採用されてきた考え方であるが、

これも、また、裁判所が蓄積してきた日本版経営の信頼の原則を前提に議論したい。

信頼の原則については、何にする信頼かという視点から、信頼の対象は三つに区別されるべきで

ある。第 1は、大規模企業における分掌体制を前提とする部下等又は他機関決定に対する信頼であ

り、本件判旨も、まず、この点を論じている。第 2点は、内部統制システムが整備されていること

を前提としての組織的信頼の原則である。第 3点が、取締役の監視義務の前提としての他の監視対

象機関等に対する信頼の原則である。

しかし、第 1点については、企業が大規模で分掌が進んでいるからといって、それのみで、信頼

の原則が適用されてよい訳ではないはずである。その分掌体制自体に内部統制システムが整備され

ていなければ、単なる分断や権限委譲に過ぎないからである。このような議論は、内部統制システ

ム整備義務に関する学説や裁判例の蓄積が未成熟な時代に、分掌システムが有効に機能しているの

かどうかを前提としての信頼の原則に過ぎない。それは、まさしく、内部統制システムが機能して

いることを判定したのと、現代的には同様であるからである。そのため、多くの裁判例が、大規模

企業を前提に、信頼の原則が成り立つか否かというような筋立てで論を立ててしまったのだと考え

られる。

したがって、本件判旨が言及する信頼の原則も、Z会社が大規模であることを前提として論じて

おり、単に、経営判断の原則との関係でのみ検討しているにすぎず、内部統制システム整備義務と

の関係を見落としている。

本件判旨は、まず、経営判断の原則の適用及びそれに伴う信頼の原則の適用の可否を判定するた

めに、その大前提として、Z会社の権限分掌の事実認定へと進む。そして、結論的に、「Z会社は、

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）
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大規模で分業された組織形態となっていたということができる。」と、評価した。このことは、前述

の事実の概要からして、当然の結論であろう。

その上で、Y 2に対する経営判断の原則の適用にあたって、その前提として、Y 2の業務執行に関

する意思決定権限を確定させている。この点について、本件判旨の判定は、極めて限定的に考えた

ていると言えよう。すなわち、「多額の資金を要する不動産購入について経営全体を総括する立場か

らの検討であり、個別の契約内容を具体的に点検することを求めていたものではない」とする。そ

の根拠は、Y 2の決済権限が、「販売用の不動産の購入ついては購入総額10億円以上」とされている

ことに求められた、というものである。しかし、一般論としてはともかく、「Y 2案件」などと称さ

れる案件についてまで、「個別の契約内容を具体的に点検することを求めていたものではない」言い

切るのは、言い過ぎであろう。しかも、Y 2は、実際に踏み込んだ検討をしているのであるから。

2 　具体的な義務違反の検討（ １）

（ １）Y 2 の本件稟書決済と本件取引の特殊性

本判旨は、Y 2 の Z会社における権限について、「Z会社において Y 2 の判断に求めていたのは、

多額の資金を要する不動産購入について経営全体を総括する立場からの検討であり、個別の契約内

容を具体的に点検することを求めていたものではない」として、本件のような個別の案件について

は、検討する立場にないとするが、それが一般論で論じられるのであれば、それで良いが、本件と

の関係まで、一般論で片付けてしまうのは問題がある。

それは、本件判旨は、さらりと流しているが、本件取引は、いわゆる「Y 2案件」とか、「社長案

件」と称されており、かつ、Y 2自らが本件物件を現地視察しているからである。

したがって、本件判旨のいう一般的権限の範囲の問題として検討すべきでないはずである。しか

も、Y 2が、本来であれば、取締役の回議に回される手順を飛び越えて、決済を済ませているから

でもある。

（ 2）本件稟議書上の違和感

本件判旨は、Y 2の決済した本件稟議書には、「いずれの点においても、これに依拠して判断する

ことに躊躇を覚えさせるようなものではなかった。」と、評価している。しかし、契約の相手方とし

て、T 2会社と記載されているものを、手書きでT 1会社と訂正されていたことが明かとなってお

り、この点は、一般的に、躊躇を覚えてしかるべきである。しかも、本件判旨では必ずしも明確に

されていないが、T 2会社は、明らかにペーパーカンパニーであり、疑って然るべきである。「本件

稟議書の中で間に入る者の法人名が変更されていることについては、気に留めなかった。」という点

は（経緯⑩）、明らかに、不注意である。

したがって、この点については、事実に対する認識の不十分さを問うべきであると考えられる。

（ 3）本人確認の不十分さに対する Y 2 の認識

Y 2 が稟議書を決済するに当たっての大前提として、本人確認についての問題点がある。本件判旨

では、「東京マンション事業次長やマンション事業本部長らも含めて東京マンション事業部等の担当

者は、偽 Aが本件各不動産の所有者である A本人であることの信用性は高いと考えており（なお、

（18）
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東京マンション事業次長らは、公証人が旅券等の提出により面前のAが人違いでないことを確認し

たなどとする公正証書を根拠にして、Aの本人確認の信用性は高いと判断していたのであり、その

判断が当時のものとして不合理なものであったということもできない。）」とされているが、本件取

引においては、登記済み権利証の原本の提示は最後までなされていないのである。不動産取引にお

いて、登記済み権利証原本が提示されないでなされる取引などあり得るだろうか。

しかも、Y 2は、稟議書の決済の際に、「不動産部長から特に個別の説明を受けることなく審査し、

決済している」（経緯⑩）。自らが現地視察したものであることから、自分は理解していると慢心し

ていたのであろうか。

（ ４）「社長現地視察済み」の「社長案件」ないし「Y 2 案件」

判旨の認定した通り、「本件各不動産の購入に何らかの特殊な関係ないし利害を有していたのでは

ない」としても、『「社長現地視察済み」の「社長案件」ないし「Y 2案件」」というような扱いがな

されれば、従業員は、社長が力を入れている物件であるとして、その成果につき、功名的に力が入

ることは必然であり、そうである以上、そういう暴走を防ぐ役割が社長であるY 2に、このことに

より、生じたと考えるべきなのではなかろうか。

しかも、「マンション事業本部長自身が中間業者と地主に会って意思確認をするよう指示した。」

（経緯⑤）というように、Y 2が自身で直接指示さえしているのである。

なお、「なお、本件稟議書には、その「不動産部長」欄の右側の上から 3行目に「 ４ ／１8本部長ご

案内にて社長現地をご視察済です」との鉛筆書きの記載が抹消された形跡がある。」（経緯⑥）とい

うように、従業員は、後に問題が起きたときの社長の責任を回避するためと考えられるようなこと

さえしているのである。この点からも、社長の意向での推進力がかかったことは否めない。

さらに、「マンション事業本部長又は東京マンション事業部長は、本社不動産部の不動産部長に対

し、本件各不動産の稟議書を送るので早期の決裁を依頼したい旨連絡した。」（経緯④）というよう

に、功を焦るのである。

（ 5）例外的稟議手続

稟議・決済手順によれば、１0億円以上の取引は、社長決裁事項であるとともに、「マンション事業

本部の決裁が終了すると、不動産の購入に関する稟議書は、本社不動産部に提出される。不動産部

は、不動産稟議事務を主管する部署であり（稟議事務取扱責任者は不動産部長であった。）、稟議事

項に当たるかどうか、記載は適切か、添付書類は付されているかなどの形式的審査を行い、また、

不動産に関する稟議に関して決裁権者又は回議者に回付する前に実質的審査を行い、意見を付すこ

とができると定められている。不動産部は、その案件に関係の深い 5名以内の回議者を定めて回議

に付するとされている。なお、本社不動産部は、本件取引当時、不動産稟議について、購入総額１0

億円以上の首都圏のマンション用地物件については、経営企画部、法務部、経理財務部の 3部署を

関係先と定めている。」と、事実認定されている。しかし、本件取引においては、「不動産部では、

不動産部長のほか、関係先となる経営企画部長、経理財務部長及び法務部長による承認を同日中に

得」（経緯⑦）ており、判旨が認定するように、例外的な場合もあるとしても、このような例外がま

かり通っているのであれば、それは、まさに、内部統制システムが機能していなかったことを意味

（20）



23

〔Vol. 39 2023〕CHUKYO LAWYER

する。この例外が日常的なものかどうかを、裁判所は確認すべきであった。この点については、後

にも検討する。

そして、この例外度はさらに加速し、「事業部では僅か二日間で、本社でも、一日で合計 7人の押

印がされた。」（経緯⑦）のであった。

この点について、本件判旨は、「本件稟議書の決裁は、確かに、通常よりも急を要する手続により

行われているものであるが、購入に当たっては東京マンション事業部等において必要な検討を加え

た上で決裁に上程されているのであるから、要急の決裁であったことをもって稟議が形骸化してい

たということはできず、したがって、Y 2 が、本件稟議書によって提供された事実等の信頼性を通

常以上に慎重に検討すべきであったということはできないし、ましてや、それに依拠して判断する

ことに躊躇を覚えさせるような事情があったということはできない。」と、断定しており、ここで、

「信頼の原則」を用いている。しかし、すでに述べてきたように、社長自らがイニシアチブを取って

いる案件について、一般の案件と同様に、信頼の原則を適用することには、問題があると考えられ

る。

（ 6）残代金決済前倒し了承について

Y 2 は、平成29年 5 月30日に残代金決済の前倒しを了承している（経緯�）。そして、その際には、

弁護士や法務部の見解をマンション事業部長に、尋ねるとともに、自ら法務部長にその問題性を尋

ねている（経緯�）。この点は、判断過程の問題として、適切な情報収集を行っており、不合理性

はない。しかし、その前提として、平成29年 5 月12日に、「〔 １〕所有者本人と称する者から、売買

をしていないのでT １ 会社の仮登記の抹消をT １ 会社に、Z会社の仮登記の抹消をZ会社に求める内

容の通知書が送られてきていること、〔 2〕上記通知書には、本件売買契約をしていない旨の主張、

売主の実印が偽造されたものである旨の主張、旅券の写真が売主のものではない旨の主張及び面会

謝絶で長期入院中である旨の主張が記載されていること（ただし、内容証明郵便によるものである

ことは本件説明資料には記載されていない。）、〔 3〕Z会社の取った本人確認方法（司法書士も確認

済みのもの）として、〔ア〕旅券の原本確認と写しの取得、〔イ〕住民票、印鑑証明書の原本確認と

写しの取得、〔ウ〕公証人による本人認証証書の原本確認と写しの取得、〔エ〕権利証の原本確認と

写しの取得があることが記載されていた。また、〔 ４〕本件説明資料には、平成29年 5 月１１日午後 2

時すぎ、ある人物が Z会社を訪れ、T 2 会社と連絡を取れるようにしてほしい旨の要望（Aと T 2 会

社との間の取引からはずされたとの主張）をしたことや、この人物によると、Y 2 と東北で分譲地

の取引を何回か行ったことがあるとの主張がされていることが記載」（経緯⑳）されている本件説資

料を受領し、マンション事業部長から、説明を受けている。

特に、「〔 １〕所有者本人と称する者から、売買をしていないので T １ 会社の仮登記の抹消を T １

会社に、Z会社の仮登記の抹消を Z会社に求める内容の通知書が送られてきていること」という情

報に接したのであれば、その後の平成26年 6 月 7 日に、「マンション事業本部長が、妨害行為の詳細

について触れ、本件各通知書が内容証明郵便の方法で届いていたことなどを報告し、Y 2 は、なぜ

今頃このような書類を見せるのかと問いただし」（経緯�）ていることからすれば、本件説明資料に

基づく説明を真摯に検討していなかったことが分かる。しかし、「今頃」という以前に、リスク情報



24

C. Ikeno CHUKYO LAWYER

は提供されていたのである。

一応、この時点では、「東京マンション事業部の依頼した弁護士と相談して対応するよう指示」

（経緯⑲）しており、その後、残代金前倒し決済の際には、「弁護士や法務部の見解について尋ねた

ところ、マンション事業本部長は、いずれも了解していると回答」（経緯�）を得ているが、「いず

れも了解している」という回答で済ませている点は大きな問題である。なぜなら、自ら相談するよ

うに指示を出している以上、どのような相談結果になったのかは、自ら確認すべき義務がある。実

際にも、法務部は、「決済後の妨害リスクを覚悟の上であれば、移転登記を早めるに越したことはな

いが、本件取引は金額も大きく、多数のネガティブ情報もあることから、本来一般的には要求しな

い手続であるものの、残代金決済前倒しについて社長であるY 2 の了解を取るようにと述べ」（経緯

�）と、そのリスク判断を、Y 2に求めているのであるからである。この点を裁判所は全く判断し

ていない。

そして、本件判旨は、「平成29年 5 月１2日や同月30日に契約の続行を中止するという経営判断をす

べきであったということはできない」と、裁判官自ら、経営判断をしてしまっているが、この時点

で、自らの責任で、Y 2は、「中止」の判断をするための必要な情報と権限を、有していたのではな

いだろうか。中止と判断をすべきかどうかではなく、中止を判断をすることができたのに、なぜ、

Y 2は、その判断のための検討をしなかったのかという視点で、もっと丁寧に、裁判所は、分析す

べきであったと考えられる。

3 　内部統制システム（リスク管理体制）構築義務に係る任務懈怠について

現代会社法では、取締役の任務懈怠を問う場合に、個々の取締役の行為の違法性（善管注意義務

違反を含む。）を検討するだけでなく、会社全体（あるいは、企業集団全体）としての内部統制シス

テムの整備に係る善管注意義務違反も検討されることになる。

本件でも、Xは、Y 2 の個々の任務懈怠に関する主張だけでなく、もちろん、この主張もなされ

ており、本件判旨も、検討している。

本件判旨は、まず、「会社法上、取締役会設置会社においては、内部統制システムに関する事項

（取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務

並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと

して法務省令で定める体制の整備）の決定は、重要な業務執行の決定として取締役会の決議事項と

されており（会社法362条 ４ 項 6 号）、そのうち、大会社（会社法 2条 6号）では、この内部統制シ

ステムに関する事項を整備することは義務的とされている（同条 5項）。」として、内部統制システ

ムに関する会社法規範を確認する。

しかし、本質は、取締役の善管注意義務の内容としての内部統制システム整備義務であり、会社

法規範は、この義務を前提として、その行使方法を定めているに過ぎない。したがって、条文規範

だけでなく、判例規範としての内部統制システム整備義務と善管注意義務との関係も判示すべきで

あった。

さて、論理的な確認はさておき、本件判旨は、この内部統制システムの構築について、「本件にお

（21）
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いて Z会社において構築されていたマンション用地の不動産取引に係る内部統制システム（リスク

管理体制）について検討すると、本件取引当時、東京マンション事業部においては、マンション事

業部業務フローチャート、不動産事業マニュアル及び稟議規則等に従いマンション用地を取得する

ことと定められており、具体的には、物件の調査及び確認等、稟議、契約締結時の確認事項等、手

付金の支払及び仮登記、決済等について、詳細な定めが設けられていた。」としてさらりと確認して

いる。

その上で、本件に関わって、「本件では、結果として、偽 Aから提示された旅券は偽造されたも

のであったと考えられるが、Z会社がこれまでにこのような被害額の詐欺事件に遭った経験を有し

ていなかったとみられることからしても、Y 2 が、Z会社の代表取締役として、当時、上記の紫外線

調査でも判明しない偽造についてまで想定してリスク管理体制を整えておくべきであったというこ

とはできない。」として、詐欺的取引に対応するためのリスク管理体制としての内部統制システムを

整えておく必要はないと、言い切っている。

不動産取引ならず、様々な取引において、詐欺的取引は横行していると言えるのだから、詐欺的

取引に対するリスク管理体制を必要としないということはないであろう。もちろん、本件判旨は、

「紫外線調査でも判明しない偽造についてまで想定してリスク」との関係に限定して述べているか

ら、確かに、そこまでのレベルを要求することは酷であろう。

しかし、「Z会社がこれまでにこのような被害額の詐欺事件に遭った経験を有していなかったとみ

られることからしても」として、これまでの経験の有無を前提に、リスク管理体制の構築義務のレ

ベルを判断することにも問題があると考えられる。

次に、一般に、内部統制システム整備義務は、システムの構築と運用（ないし機能）に分けて、

検討される。Z会社の内部統制システムの構築に関しては、一般的上場企業として、形式的には、

問題ないものが作られていると考えられるので、「機能」ないし「運用」こそが問題となる。

この点について、本件判旨は、「本件に現れた事実関係等の下では、現場の判断でそのまま決裁を

続行したとしても、直ちに内部統制システム（リスク管理体制）が実効的に機能していなかったと

いうことはできない。」として、機能に関しても、問題を認めていない。

さらに、本件判旨は、預金小切手という支払方法の選択についても、「Z会社では、預金小切手を

発行する場合は必ず線引小切手で発行することとした上で、売買代金を決済する方法として預金小

切手を利用するかどうかは事業所長の判断に委ねられているが、売買自体については別途決裁を得

ることになっていることや、線引小切手の性質も考慮すると、本件においても、上記定めに従って

現場の判断で預金小切手で決裁したことをもって、内部統制システム（リスク管理体制）が実効的

に機能していなかったということはできない。」と、この点についても、内部統制システムの機能に

ついて、問題はないとしている。

しかし、本件判旨が過小評価した事実を、以下、指摘したい。［ 1］司法書士が、「（仮登記手続が

完了したので）提出した書類に不備はなかったと法務局が判断したことになります。ただあくまで

形式的審査の結果にすぎませんので、本人性を疑うのならご本人だけが保有する情報・書面を提示

できるかより踏み込んだ調査をする必要がございます。」と、営業次長に助言したこと（経緯⑭）、

（22）
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［ 2］ 4通の内容証明郵便による警告（経緯⑯⑰）、［ 3］「弁護士から、本人確認として収集すべき

資料として、本件不動産宛て消印付郵便物（手紙や納税通知書、公共料金納付書）、健康保険証、年

金手帳、預金通帳、マイナンバー通知カード等があり、これらを積み上げ、本人である可能性を高

めるとよい旨の助言があり、また、昔からの知人や加盟組合（旅館）などへの写真による本人確認、

建物の内覧を行うべきであるとの助言」とのがあったのに、後半の助言が実施されなかったこと、

［ 4］その他の不審情報（経緯⑱⑲）、［ 5］知り合いの不動産業者からの、「西五反田の土地を買っ

たみたいだけど、A氏は大丈夫なのか」という本人性を疑う内容の質問を、営業次長は受けている

こと、［ 6］警察官に Z会社技術課長が任意同行を求められたこと（経緯�）、［ 7］偽A側弁護士

や司法書士から、弁護士作成の本人確認証明で移転登記可能と聞くと、安易にその方法を受け入れ、

本人確認証明での登記申請は、営業次長の単独判断で進められたこと（経緯�）、［ 7］預金小切手

の使用にブレーキがかからなかったこと、［ 8］不動産部の稟議の杜撰な審査（経緯⑦）」、［ 8］残

代金支払の前倒しに対しブレーキがかからなかったこと（経緯�～�）」、等多々あげられる。

以上のことを総括すれば、Z会社には、特にリスク管理に関する内部統制システムが機能してい

なかったと言わざるを得ない。

４ 　総括

取締役の経営判断に関する任務懈怠責任を論じるに当たっては、個別的法令違反がない限り、経

営判断の原則により、結果責任は、問われないとするのが、通説といえよう。ただし、最高裁が確

定させたように、その判断の過程、内容に著しい不合理があれば、善管注意義務違反として、任務

懈怠責任を負う。

本件でのY 2については、本件判旨の乏しい事実認定においても、個々の判断、具体的には、稟

議書の決済、残代金支払前倒しの二つの決済において、内容的には、著しく不合理であると評価で

きる。評価すべきである。しかし、その前提となっている適切な情報が、部下から、適切に上がっ

てきたとは、本件判旨の乏しい事実認定からは、評価できない。いかに、「社長案件」という位置づ

けがあったとしても、信頼の原則から、その責任を問うことは難しいと考える。

これに対して、内部統制システム整備義務違反については、本件判旨の乏しい事実認定による積

み上げきた事実をもってしても、第 1に、不動産部の審査の杜撰さ、それが例え、社長案件とされ

たとしても、また、マンション事業本部長の功を焦った急ぎの依頼があっとしても、適切な審査を

省くことは、内部統制システム上、許されるものではない。稟議手続にそういう例外はあったと裁

判所が認定したこと自体が、内部統制システムの機能不全を指摘していることに、裁判所は気がつ

いていない。

第 2に、不動産部の情報が法務部に伝わらず、法務部の情報が不動産部に伝わらないという事態

は、それぞれの部長職の個人的な資質は別として、組織としての機能不全と評価すべきである。こ

の点が最も致命的である。

第 3に、残代金支払前倒しの決済に関して、法務部長は、マンション事業本部長に、そのリスク

を伝えながら、社長たるY 2に対しては、問題なしと回答してしまうという社長圧力という内部統

（25）

（26）

（27）

（28）

（29） （30）

（31） （32）

（33）
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制システム機能不全が生じている状態も指摘できる。

したがって、結論的には、本件判旨には賛成できない。少なくとも、Y 2の経営判断上の責任は

問えないとしても、内部統制システム整備義務違反により責任を問うことができたと考える。

［補論］　―ダスキン事件での裁判所の検討内容との比較―

内部統制システム整備義務違反事件において、詳細な検討がなされた裁判例として、ダスキン事

件が有名であろう。

ダスキン事件は、委託製造販売していた「大肉まん」に、日本では使用が認められていない添加

物が使われていたという事件であり、それを契機として、会社の損害に対して、代表訴訟が提起さ

れたものであり、本件と同様の構造を有している。

結論的には、本件判旨と同様、内部統制システム整備義務違反はないという結論に達しているが、

その検討の内容、レベルが違う。

特に、運用・機能に関し、2点の事実認定を行っている。第 1点は、「危機管理セミナー」と称す

る研修の認定である。すなわち、「ダスキンは、平成12年 7 月13日、富士火災海上保険株式会社顧問

を招いて、「雪印乳業集団食中毒事件の問題点と反省点～「危機管理」の欠如で被害拡大～」と題

するセミナーを開催した。同セミナーでは、（ 1）事件の概要（雪印乳業の大阪工場が製造し出荷

した製品による集団食中毒事件が発生したこと、前後して発生した参天製薬の目薬への異物混入事

件で同社が損失を覚悟で短時間で250万個の製品の回収を決定し完了させたことと比較され、社会

的に批判を受けていること等）、（ 2）問題点（（ア）社内のルール違反（〔 1〕事実の確認の欠如、

〔 2〕報告、連絡の欠如、〔 3〕現場と管理部門との連携の欠如、〔 4〕製品の回収指示が遅れたこ

と、〔 5〕製造工程に問題があったこと、〔 6〕工場に保管されるべき洗浄記録の欠落、〔 7〕責任体

制の欠如）、（イ）マスコミ対策の不十分さ（〔 1〕マスコミ（危機広報）対策が不十分であったこ

と、〔 2〕マスコミに対して隠ぺい（ミスリード）した事実があったこと、〔 3〕窓口一本化対策が

推進されていなかったこと））、（ 3）反省点（対応策）（〔 1〕事実確認と実態調査、〔 2〕経営トッ

プの認識、〔 3〕プロジェクトチームの編成、〔 4〕事件、事案への基本方針の決定、〔 5〕監督官庁

への報告、連絡、〔 6〕関係部門の連携、協力、〔 7〕製品回収の決定と指示、〔 8〕広報対策の推

進、〔 9〕被害（消費者、量販店、関係業者等）補償対策の推進、〔10〕訟務対策の推進）といった

点が説明された。」というものである。

もう一点は、「食品衛生専門家の招聘」と称されたセミナーの認定である。すなわち、「愛知県の

食品衛生監視員等の経験者を渉外対策本部に招聘し、クレーム等の対処法等の指導、再発防止のた

めの改善指導、予防指導に当たらせたほか、フードサービス事業部門の店長や加盟店を担当する支

部長に対して食品衛生に関する基本的な講義を行わせていた。」というものである。

　このように、構築された内部統制システムが、果たして適切に運用されているのか、果たして適

切に機能されているのかを判定する一つの視点として、セミナー・研修等の実施がきわめて重要で

ある。企業犯罪は、企業自体（取締役・従業員）が犯罪者となる場合も、企業が被害者となる場合

（本件のように）も、いずれにしても、日々高度化する企業犯罪に対応するため、リスク管理を中心

（34）

（35）

（36）
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とする内部統制システムのレベルアップ化が図られなければならず、それは取締役の義務である。

本件では、象徴的な判旨の言葉として、「Z会社がこれまでにこのような被害額の詐欺事件に遭った

経験を有していなかったとみられることからして」という部分がある。詐欺に一度も遭ったことが

なければしょうがないのか。そうであればこそ、これまで被害に遭った会社の内容を研修するとか、

警察による研修を受けるとか、していなければならなかったはずである。実際には、同業者とみら

れる者が、偽Aの写真を持参して、町内を調査しているのであるから、Z会社が、それをしないと

いうことは、明らかに、同業者のリスク管理レベルから劣っていると言わざるをえない。しかし、

本件では、そのような内容についての検討が全くなされていない。

� （以上）

（ 1）� 本稿は、2023年 2 月 5 日開催の「名古屋会社法判例研究会」第12回研究会において報告したもの
に加筆訂正したものである。「名古屋会社法判例研究会」は、中京大学法務研究所における共同研
究プロジェクトである「会社法判例研究プロジェクト（代表：池野千白）」が主催する研究会であ
る。

（ 2）� 金融・商事判例1651号25頁。なお、控訴審も棄却されたが、公表されていない（大阪高判令和 4
年12月 8 日。

（ 3）� 本稿において、太字及び下線は、原則として、筆者による。
（ 4）� 本件詐欺事件については、Z会社として、二つの調査報告書が公表されている。一つは、社外取

締役等をメンバーとする社内の調査対策委員会による報告書であり、「調査報告書（2018年 1 月24
日）」という（資料 1）。これについては、当初、会社側が公開を拒んでいたが、裁判所の提出命
令が出され（大阪地決平成31年 4 月15日金融・商事判例1574号72頁）、その後に公表された。二つ
目は、その後、社外調査委員会が改めて設定され、総括検証委員会と称され、「総括検証報告書」
（2020年12月 7 日）である（資料 2）。前者は、Y 2の責任を問うているのに対して、後者は、Y 2
の責任を不問としている。本当では、本件裁判所の審議では明らかにならなかった事実につき、補
足的に、この二つの報告書の内容を使用する。

（ 5）� 樋口晴彦・「積水ハウス地面師詐欺事件の事例研究」千葉商大論叢59巻 1 号133頁。本論文は、リ
スク管理の視点から、本件事件を詳細に検討したものである。

（ 6）� ペーパーカンパニーであったとされる（樋口・前掲注 4）137頁）。
（ 7）� 同上注（10）。
（ 8）� Z 会社東京マンション事業部には、事業部長の下に営業次長・技術次長・総務次長が置かれ、マ

ンション用地の取得業務は、技術次長が所管する「事業開発室」が担当していた。しかし、営業次
長は、「従前、土地の仕入れを担当していた経験から、個別に用地取得業務に関与することもあっ
た」とされ、本取引では、営業次長と事業開発室課長が相手方との交渉に当たった（総括検証報告
書［以下、「資料 2」という。］20頁）。

（ 9）� 支払いに使われた預金小切手（ 8通）の行方を整理すると、このうち 5通は少額で、相手方弁護
士費用、土地家屋調査士費用などに充てられた。 1通（額面442百万円）はT 1会社の口座に入金
され、B 1 が受領した模様である。 1通（同749百万円）は、偽Aによるマンション購入代金とし
て Z会社に返還された。残る 1通の高額小切手（同3,679百万円）は、当日中にT 1 会社の口座に
一旦入金されたが、その直後にほぼ全額が別の口座（ 6件）に送金されており、地面師たちの間で
分配されたと推察されるとされている（千葉・前掲注142頁）。

（10）� その後、逮捕者は11名となっている。
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（11）� 本件事件はY 2及びY 3の責任追及代表訴訟事件であるが、その事実認定及び判断において、多々
重複する部分があるので、無用な検討を避けるため、本稿では、Y 2の責任についてのみ取り上げ、
検討する。さらに、個別争点としては、経営判断の誤り、監視監督義務違反、内部統制システム整
備義務違反、回復措置、及び、損害拡大防止措置の 5点であるが、検討の実質的価値があるものと
して、経営判断の誤り及び内部統制システム整備義務違反のみを、研究対象として、取り上げる。

（12）� 本件判旨では認定されていないが、その経緯は、「元代議士の事務所によれば、『代議士の記憶に
よれば、T 1会社から代議士の事務所に登記を置かせてほしいと依頼があったのが 2年ほど前だそ
うです。当時、支援企業の対応を任せていた秘書が、代議士が落選中だったので、事務所に何か利
益になればいい、という思いもあって話を持ってきたそうです。その方ともお会いし、女性向けの
美容、健康事業をする会社だとのことで夫人も名前を貸した。ですが、実際には何の事業もスター
トしませんでした。事務所のスペースを貸す窓口の秘書は家賃収入なども期待していたが、それも
まったく発生しませんでした』」（調査報告書51頁）ということのようである。

（13）� 本判決の争点整理は、経営判断の誤りに関して、「本件稟議書の決済」及び「残代金決済前倒し
の了承」という 2点について、検討し、その後に、内部統制システム整備義務違反にいて検討す
る。さらに、本件判旨は、その検討に当たって、「事実等の認識ないし評価に至る過程について」
と、「判断の推論過程及び内容について」との整理をしているが、前記アパマンショップ判決に従
い、現在では、判断過程と内容というシンプルな整理の仕方を採用すべきであったと考える。すな
わち、「事実等の認識ないし評価に至る過程」と、「判断の推論過程」とは、併せて、「判断の過程」
であり、他が、「判断の内容」である。したがって、本稿の研究では、最高裁規範に従って検討す
る。なお、ドイツ法においても、経営判断の原則について、展開がある（内藤裕貴「取締役による
法解釈を必要とする業務執行とその責任―ドイツ株式会社法の議論を手かがりとして―」）東北学
院法学80号71頁。

（14）� 経営判断の原則について、比較法的には、アメリカ会社法において採用されてきた考え方である
が、法体系のことなるわが国の会社法を前提とする場合には、最高裁等が蓄積してきた日本版とも
いえる経営判断の原則を前提に議論する。

（15）� 最判平成22年 7 月15日金融・商事判例1353号26頁。しかし、最高裁の判旨は、極めて抽象的であ
り、その不合理さを評価すべき基準としては用いることが困難なため、先行裁判例である東京地判
のスキームが事例判定の指標として用いられることが多い（東京地判平成 5年 9月16日金融・商事
判例928号16頁）。「裁判所としては、実際に行われた取締役の経営判断そのものを対象として、そ
の前提となった事実の認識について不注意な誤りがなかったかどうか、また、その事実に基づく意
思決定の過程が通常の企業人として著しく不合理なものでなかったかどうかという観点から審査を
行うべきであり、その結果、前提となった事実認識に不注意な誤りがあり、又は意思決定の過程が
著しく不合理であったと認められる場合には、取締役の経営判断は許容される裁量の範囲を逸脱し
たものとなり、取締役の善管注意義務又は忠実義務に違反するものとなると解する」。この判旨は、
内容の不合理性があることを当然の前提としてスキーム化されたものであり、たいていの引用の際
に、そのことが見落とされている。

（16）� 裁判例では、アメリカ法的に信頼の権利と称したり、ドイツ法的に、信頼の原則と称している。
それは、わが国においては、ドイツ法系を継受した刑法における信頼の原則の採用が先行していた
からである。

（17）� ヤクルト・デリバティブ事件では、「会社において、このようなリスク管理体制が構築され、これ
に基づき個々の取締役の職務執行に対する監視が行われている限り、個々の取締役の職務執行が違
法であることを疑わせる特段の事情が存在しない限り、他の取締役が、代表取締役や担当取締役の
職務執行が適法であると信頼することには正当性が認められることから、仮に、個々の取締役が、
違法な職務執行を行い会社が損害を被った場合であっても、他の取締役について、監視義務を内容
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とする善管注意義務違反を問われることはないというべきである。」（東京地判平成16年12月16日金
融・商事判例1216号19頁）としている。

（18）� しかし、残念ながら、X側弁護士の立証では、そのような心証を裁判官に感じさせることはでき
なかったようである。

（19）� マスコミ等でのY 2 の評判であれば、「作り直してこい！」とでも怒鳴りつけていたのではない
だろうか。したがって、真摯に検討したとは考えられない。

（20）� しかも、マスコミ報道等によれば、会社派と社長派との覇権争いが生じていたとされており、社
長による成果につき、社長派従業員が功を焦ることも必然と言えよう。

（21）� 大和銀行事件（大阪地判平成12年 9 月20日金融・商事判例1101号 3 頁）による判例の動きを契機
として、会社法にも、明文が設けられ、内部統制システム整備義務は、取締役の任務として、明確
に、確立しているからである。

（22）� 大和銀行事件当時は、「構築」と称され、構築されているかどうかが検討の中心でアあったが、現
在は、各会社の内部統制システムの構築は、書面上は、様々な裁判例や「コーポレート・ガバナン
ス・コード」の登場により、構築されていない大規模会社を見かけることはないと言っても過言で
はないであろう。しかし、構築されただけで、運用されておらず、機能していなければ、無意味な
ことは当然なのである。

（23）� 資料 2・36頁。
（24）� 本件判旨での事実認定では、もう少し曖昧な表現で書かれている。
（25）� 本件判旨では、 3通となっている。
（26）� 樋口・前掲注 5）145頁（25）。
（27）� 資料 2・36頁。しかし、この点は、本件判旨では確認されていない。本件判旨でも、関連会社か

らの情報は認定されている（経緯⑳）。
（28）� 調査報告書 8頁。しかし、本件判旨の表現では、このような安易さや、営業次長の独断性は表現

されていない。
（29）� 高額の不動産取引の決済は通例銀行振込であると言われる。本件取引の支払は、持参人払い式の

預金小切手であり、マネーロンダリングに対する警鐘が高まっている現代で、余りにも安易な支払
方法を選択している。

（30）� 経緯⑥から明らかなように、一日で 7人の押印がなされている。しかし、「積水ハウスの稟議規
則では、稟議事務の主管部著である不動産部が、稟議書の記載の適否、添付書類の有無等についた
て確認するとともに、実質審査を行うとされ、また、法務部への回議については、法務部における
稟議書のチェックは、法令遵守の観点から、記載内容に疑義がないかといった記載内容に対する
チェックにとどまっていた」とされる（総括検証報告書24頁）。」ことから、不動産部の審査自体が
そもそも 1日で終わるはずがない。マンション事業本部長から急ぎでという依頼があったとしても、
それに応じるということは、あたかも、「社長案件」だから、フリーパスでと言っているようなも
のである。

（31）� 特に、法務部長がマンション事業本部長には述べているのに、Y 2に対しては、問題ないと回答
している（経緯��）。しかし、結局法務部長は、リスクがあるから、Y 2 の決済を取ることを求
めたのであり、その認識なく、Y 2が、法務部長の問題なしとの回答により、決済してしまってい
るという構造が見える。

（33）� こんな社長でいいのか！という経営責任（解任事由等にはなり得ても、損害賠償責任は問えない）
を問う声は当然としても、最高裁の緩～い経営判断の原則並びに信頼の原則の前では、法規範的に
は、判断の内容に「著しい不合理性」は認定できても、「判断の過程に「著しい不合理性」は、認
定できないと考える。

（34）� かつて、当職は、フタバ産業社外調査委員会委員長を拝命したが、そこで行ったヒアリングでは、
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次の日に、社長の指示により、その内容の訂正を申し出る従業が多々出て、その調査の実をなかな
か上げられなかった。このように、機能不全の会社の社長圧力は計り知れないものである。

（35）� 調査報告書及び総括検証調査書の二つの内容を前にして、余りにも、裁判で明らかになった事実
の薄さに愕然とする。それは、裁判という場では、皆が口を閉ざしたのか、あるいは、裁判官の感
性の低さか、はたまた、X側弁護士の力量の不足か等々については、当職は知るよしもない。ただ、
ただ、この事例は、裁判の無力さを思い知る事件である。

（36）� 大阪地判平成15年 2 月 9 日資料版商事法務275号198頁、大阪高判平成 9年 1月18日金融商事判例
1214号54頁。
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